
公表対象となった船舶所有者に、これまで船員として乗船したことのある方々に役立てていただく一覧表

うち うち うち うち うち うち うち うち
死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

1 東京 － 川崎汽船㈱ 東京都港区西新橋1-2-9
甲板上の各部修理・補修及び荷役作業等
で石綿を取扱う

1 － － － 2

2 東京 － 大洋漁業㈱（現：㈱マルハニチロ水産） 東京都千代田区大手町1-1-2
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 － － － 1 1

3 東京 － 山和商船㈱（現：商船三井テクノトレード㈱） 東京都千代田区丸の内2-6-2
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 1 － － － 1 1

4 東京 － 新和海運㈱（現：NSユナイテッド海運㈱） 東京都千代田区大手町1-8-1
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 － － － 2 1 1 1

5 東京 － 日本共同捕鯨㈱（現：共同船舶㈱） 東京都中央区豊海町4-5
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 － － －
他の事業者の船舶でのばく露作
業歴あり

1

6 兵庫 － 寄神オーシャン㈱ 神戸市兵庫区七宮町2-1-1
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 － － － 1

7 兵庫 － 澤山汽船㈱（現：商船三井タンカー管理㈱） 神戸市中央区海岸通5 入渠中の船内作業 1 － － － 1

8 山口 － 阪九フェリー㈱ 下関市竹崎町4-6-8
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 － － － 1

9 長崎 長崎南 山田水産㈱ 長崎市旭町3-22
船舶（機関室）での保温・断熱材の補修作
業

1 － － － 2 1

4 4 1 1

（注意）

（１）社会保険事務局名及び社会保険事務所名は、職務上認定当時船舶所有者を管轄していた社会保険事務局又は社会保険事務所であり、社会保険事務所名の欄が「－」のものについては、地方社会保険事務局において船舶所有者を管轄していたことを意味する。

合計

（２）「石綿取扱い期間」及び「現在の取扱い状況」の欄の「－」については、詳細不明の意味である。

肺がん 中皮腫

石綿取扱い期間
事業場所在地

（船舶所有者所在地） 良性
石綿胸水

びまん性
胸膜肥厚 年まで

石綿ばく露作業による船員保険の職務上認定等事業場（船舶所有者）一覧表

番号
社会保
険事務
局名

社会保
険事務
所名

事業場名
（船舶所有者名）

石綿ばく露作業状況 特記事項

平成２１年度
船員保険法支給決定件数

年から
良性

石綿胸水
びまん性
胸膜肥厚

（備考）
船員保険法支給決定件数累計現在の

取扱い状況
肺がん 中皮腫
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